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被相続人居住用家屋等確認書の発行について（様式１－１） 

 

１ 申請方法 

 ・ 「被相続人居住用家屋等確認申請書（様式１－１）」に必要事項を記入のうえ，下記２にある

添付書類とあわせて，空き家相談窓口（まち再生・創造推進室内）へ申請してください。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，可能な限り，申請書等は郵送により提出い

ただくよう，御協力ください。なお，送付先は「４ 申請先」を御確認ください。 

・ 相続人が複数（共有相続）で同時に申請する場合でも，各々，申請書，添付書類を一式御準備

ください。 

・ 確認書の発行について，郵送により交付させていただきますので，返信用封筒（※返信先の氏

名・住所記載，郵送料分の切手貼付け（定型封筒の場合は８４円【申請者１名分】））も御提出く

ださい。 

 ※ 郵送料金が不足していた場合は，「不足料金受取人払い」にて送付しますので，あらかじめ御

了承ください。 

 

２ 添付書類 

  添付書類については，提出いただいた後にお返しできませんので，必要に応じてコピーしたもの

を提出いただいても構いません。また，以下の書類以外に，申請内容を確認するために追加で書類

提出を依頼する場合もありますので，あらかじめ御了承ください。 

 

書類 備考 

①被相続人の「除票住民票の写し」 

● 相続発生日以降の日付であれば，取得日は問いません。 

● 老人ホーム等に入所していた場合に，別の老人ホーム等へ転居

されていれば，被相続人の戸籍の附票の写しも必要です。 

● 除票住民票に記載の住所と，売買契約書に記載されている当該

家屋及び敷地の所在地が異なる場合は，代替書類や補完書類が必

要になるため，あらかじめ御相談ください。 

● 遺産分割協議をされている場合は，遺産分割協議書等のコピー

も御提出ください。 

②相続人の「住民票の写し」 

● 家屋の譲渡日以降の日付で取得してください。 

● 相続時から譲渡までの間に転居されていた場合は，現住所の住

民票の写しの他，戸籍の附票も必要です。 

● 相続人が複数いる場合は，相続人全員の住民票の写しの提出が

必要です。 

③敷地等の売買契約書の写し 

● 売買契約書から申請書に記載の譲渡日が確認できない場合，譲

渡日が分かる書類（引渡確認書，土地の登記簿謄本など）も提出

してください。 

④以下(ⅰ～ⅱ)のいずれかの書類  

ⅰ 
電気，水道又はガスの使用中止

日が確認できる書類 

● 使用場所，使用中止日（契約廃止日），発行日が確認できる書

類を提出してください。 

● 使用中止日（契約廃止日）は，相続時から譲渡までの間である

必要があります。 

ⅱ 

宅地建物取引業者による広告

（現況空き家であると表記が

あるもの） 

● 宅地建物取引業者により広告が行われていたものに限ります。  

● 広告やチラシのホームページを印刷したものでも構いません。 

● 発行日が記載されていて，その日付が相続時から譲渡までの間

である必要があります。 

【老人ホーム等に入所していた場合は，以下の⑤～⑦も提出が必要】 

⑤要介護，要支援認定等を受けてい

たことを証する書類 

● 介護保険の被保険者証，要介護認定等の決定通知書などが必要

です。 
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⑥老人ホーム等の名称，所在地，施

設の種類が確認できる書類 

● 施設への入所時における契約書等を提出してください。施設を

転々とされていた場合は，全ての施設が必要です。 

● 被相続人の住民票を老人ホーム等へ移されていなかった場合

は，退所日が分かる書類（利用明細書等）も必要です。 

⑦以下(ⅰ～ⅲ)のいずれかの書類 

● 老人ホーム等に入所してから相続時まで，被相続人が被相続人

居住用家屋を一定使用し，かつ，事業の用等に供されていなかっ

たことを確認するため。 

ⅰ 

電気，水道又はガスの契約名義

（支払人）及び使用中止日が確

認できる書類 

● 使用場所，使用中止日（契約廃止日），発行日，契約名義人（原

則，被相続人）が確認できる書類を提出してください。 

● 使用中止日（契約廃止日）は，相続から譲渡までの間である必

要があります。 

ⅱ 
老人ホーム等が保有する外出，

外泊等の記録 

● 被相続人が，被相続人居住用家屋へ外出，外泊していた記録（老

人ホーム等が作成したもの）を提出してください。 

ⅲ 

その他要件を満たしているこ

とを容易に認めることができ

る書類 

● 老人ホーム等に入所してから相続時までに，被相続人居住用家

屋を宛先住所とする被相続人宛ての郵便物等を提出してくださ

い。 

 

３ 注意事項 

・ 確認書の発行まで通常２週間程度かかります。ただし，申請書や添付書類に不備や追加がある

場合は，さらにお時間をいただく可能性があります。 

また，確定申告の時期が近くなると，申請件数の増加が予想されます。税務署への確定申告の

時期を考慮し，できるだけ早めに申請いただきますよう，御協力ください。 

・ 老人ホーム等に入所していた場合は，平成３１年４月１日以降に譲渡されたものが対象となり

ます。 

・ 家屋及びその敷地を譲渡する場合，確定申告の際に「耐震基準適合証明書」等を税務署へ提出

する必要があります。 

・ 本市から確認書の交付を受けた場合でも，本特例を受けられない場合もあります。本特例の適

用の可否，制度の詳細については，管轄の税務署へお問い合わせください。 

 

４ 申請先 

  京都市 都市計画局 まち再生創造推進室（空き家相談窓口） 

   住  所：〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

   電  話：０７５－２３１－２３２３ 

   受付時間：午前９時～午前１１時３０分及び午後１時３０分～午後５時 

       （土・日曜日，祝休日，年末年始を除く。） 

 


